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５月の「特定・基本健診」予約受付開始

　　５月19日（火）～ 22日（金）
　　　   25日（月）～ 28日（木）
　　各日8：45～10：15、12：45～14：15（30分ごと）
　　市保健センター
　

　　
４月７日（火）午前９時～13日（月）午後５時
LINE

※�市のLINE公式アカウン
トの友だち追加が必要

健診Web

※事前に利用登録が必要

　　
４月８日（水）～10日（金） 
午前９時～午後５時
コールセンター　☎0570-077-150
※ナビダイヤルのため、通話料がかかります

※�受付期間以降の予約や変更は、
　健康づくり課にお問い合わせください。

　　健康づくり課　☎43-1990
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脳検診費用の一部を助成します

医療機関で脳検診を受ける方に検診料の２分の１
（100円未満切捨て、限度額15,000円）を助成します。

　　100人※定員を超えた場合は抽選
　　４月１日（水）～20日（月）
　　

　　※次の全ての要件を満たす方
　・下妻市に住民登録をしている
　・検診当日の年齢が40歳～74歳
　・市税を滞納していない
　・他機関から脳検診の助成を受けない
　・令和７年度に同事業の助成を受けていない
　・�令和８年度に市の人間ドック健診費助成を受けな

い
◆検診対象期間
　５月１日（金）～令和９年２月28日（日）
　　�脳関連検査（脳MRI実質撮影、脳MRA血管撮影、

頚椎Ｘ線撮影）

　　健康づくり課　☎43-1990
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窓 口 平日午前８時30分～午後５時15分
電 子 以下申込フォームから申請

郵 便 市ホームページから申込書を印刷
４月20日消印有効

《申込先》
〒304-8501
下妻市本城町三丁目13番地
健康づくり課 脳検診担当係
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救急医療体制一覧（休日在宅当番医）の
全戸配布廃止について

令和８年度より、救急医療体制一覧（休日在宅当番
医）の全戸配布を廃止します。
それに伴い、休日在宅当番医情報をこれまでの「広報
しもつま」に加え、市公式ホームページおよび市公式
LINEで周知します。
紙媒体を希望される方は、健康づくり課窓口、市役所
1Fエントランスホールに備え付けてありま
すので、ご自由にお持ちください。

　　健康づくり課　☎43-1990
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令和８年度の国民年金保険料は
17,920円です

４月上旬に日本年金機構から令和８年度の「国民年金
保険料納付案内書」が発送されます。対象は、国民年
金第１号被保険者（任意加入を含む）の方です。

◆定額保険料　月額17,920円
　（令和８年４月～令和９年３月）
　保険料は、年収や年齢に関係なく全国一律です。
◆付加保険料　月額400円
　�定額保険料にプラスして付加保険料を納めると、将

来の年金額を増やすことができます。
　�「200円×付加保険料を納めた月数」が老齢基礎年金

の年金額（年額）に加算され、２年間で納付した付加
保険料と同額となるため大変お得です。

　�希望される方は、お申し込みください。（付加保険料
の納付は、申込月分から開始となります）

◇対象者
　国民年金第１号被保険者および任意加入被保険者
　（�国民年金基金に加入中の方や国民年金保険料の納

付を免除・猶予されている方は、加入できません）

※�国民年金保険料は、納めた全額が社会保険料控除の
対象です。

　　日本年金機構 下館年金事務所　☎25-0829
　　保険年金課　☎45-8124
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指定ごみ袋の引換は期限内に

指定ごみ袋引換券は、取扱店において必ず引換期間内
に交換してください。引換期限は、３月31日（火）と
なります。
期限を過ぎると一切交換はできなくなりま
すのでご注意ください。

　　環境課　☎43-8234
定
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令和８年度　固定資産税

◆縦覧
固定資産税の納税者は、他の土地や家屋の価格との比
較を通じて自分の土地や家屋の評価が適正かどうかを
判断するため、課税対象となる市内の土地および家屋
の価格が記載された縦覧用帳簿を縦覧することができ
ます。

　　４月１日（水）～30日（木）
　※土・日・祝日を除く　
　　午前８時30分～午後５時15分
　　市役所 １階 税務課
　　�市内に所在する土地、家屋の固定資産税の納税

者、同居の親族、納税管理人、代理人（代理人の
場合は委任状が必要）

　※�土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の、
両資産の納税者は両方の縦覧帳簿を見ることがで
きます。

　　�本人確認のできるもの（運転免許証、マイナンバー
カードなど）、委任状（代理人の場合）

　※�法人の代表者以外が縦覧する場合は、委任状と代
理人の本人確認のできるものが必要です

◆納期限
　�令和８年度固定資産税 ｢第１期｣ または ｢全納｣ の納

期限は、４月30日（木）となります。納税通知書・
課税明細書および納付書は４月中旬に発送予定です。

　《令和８年度各納期限》
　　　第１期　 ４月30日 （木）
　　　第２期　 ７月31日 （金）
　　　第３期　11月30日 （月）
　　　第４期　12月25日 （金）

◆減免
　次のような場合、固定資産税を減免する制度があり
ます。
１. �貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所

有する固定資産
２. �公益のために直接専用する固定資産（有料で使用す

るものを除く）
３. �市の全部または一部にわたる災害または天候の不

順により、著しく価格を減じた固定資産
※�“公益のため”とは、自治会の公民館敷地として土地

を無償で提供している場合などです
※�“災害又は天候の不順による著しい価格の減”とは、

火災や河川の氾濫などで焼失・損壊した場合です
※�減免を受ける場合は、４月30日（木）までに申請書

を税務課固定資産税係へ提出してください

　　税務課　☎43-8193
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ごみ収集カレンダーの配布

2026年度ごみ収集カレンダーは、自治区長を通じて
各世帯に配布しています。自治会未加入の方などで、
直接配布を受けられない方は、下記の場所にてご自由
にお持ちください。
また、市HPや市公式LINEでもごみ収集カレンダーを
確認することができます。

●ごみ収集カレンダー設置場所
　・�下妻市役所１階　   

エントランスホール
　・下妻市役所２階　環境課窓口
　・千代川公民館

　　環境課　☎43-8234 
ごみ収集

カレンダー配布
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引越しによる水道の使用開始、
中止のご連絡はお早めに

引越しの予定がある場合は、入居・退去日の５日前ま
でにご連絡をお願いします。

◆受付時間　
◇月～金曜日　
　午前８時30分～午後５時15分
◇第１・３・５週の土曜日
　午前９時～正午
※�第２・４土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受け付

け不可

◆�スマホ市役所（市公式LINE）からも手続きが行えま
す（友だちの追加が必要）

◇�追加済みの方は、市公式LINEのメニュー画面   
（�「申請照会」→「くらし・手続き」   

→「水道の開閉栓」）から
◇�追加がまだの方は、右の二次元コード 

から

　　�第一環境株式会社　下妻事務所   
（市上下水道料金徴収業務委託業者）　  
☎45-1211
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